
（平成２２年１月２７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 85 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 84 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

国民年金関係 3 件

年金記録確認栃木地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



栃木国民年金 事案 664 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年１月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月から同年 12月まで 

    申立期間当時は、母及び姉と自営業を営んでいた。母親が姉と私の国民

年金加入手続をしてくれて、申立期間の保険料は近隣にあった市役所の支

所や銀行の支店で姉の分と一緒に納めていた。私より先に加入した姉はす

べて納付済みとなっており、私に未納期間があるのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「母親が国民年金の加入手続をしてくれて、申立期間の保険料

については、先に加入した姉の分と一緒に近隣にある市役所の支所や銀行の

支店で納めてくれた。」と主張しており、その姉の保険料納付状況を見ると、

国民年金制度発足時から 38年間すべて納付している。 

また、保険料を納付していたとする母親が、申立人と同居して共に自営業

で働く申立人の姉の保険料をすべて納付し、あえて申立人の保険料を納付し

なかったと考えるのは不自然である。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 38 年２月 15 日に払い出さ

れており、申立期間の保険料は、現年度納付及び過年度納付が可能な期間で

ある上、申立人は、母親が保険料を納付していたとする場所(市役所の支所及

び銀行の支店)や保険料額について具体的に証言しており、不合理な点はみら

れない。 

加えて、申立期間は１回、かつ 12 か月と短期間であるとともに、申立人は

40 年間に及ぶ国民年金加入期間において、申立期間を除き保険料の未納は無

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 596 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、28万 1,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 28 万 1,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 28万 1,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 597 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、13万 7,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 13 万 7,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 13万 7,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 598 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、12万 4,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 12 万 4,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 12万 4,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 599 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、13万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 13 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 13万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 600 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、25万 7,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 25 万 7,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 25万 7,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 601 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、14万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 14 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 14万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 602 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、25万 7,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 25 万 7,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 25万 7,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 603 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、21万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 21 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 21万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 604 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、20万 8,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 20 万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 20万 8,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 605 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、18万 8,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 18 万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 18万 8,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 606 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、16万 8,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 16 万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 16万 8,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 607 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、17万 1,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 17 万 1,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 17万 1,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 608 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、16万 1,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 16 万 1,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 16万 1,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 609 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、19万 4,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 19 万 4,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 19万 4,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 610 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、17万 1,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 17 万 1,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 17万 1,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 611 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、16万 2,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 16 万 2,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 16万 2,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 612 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、16万 1,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 16 万 1,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 16万 1,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 613 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、16万 8,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 16 万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 16万 8,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 614 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、15万 8,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 15 万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 15万 8,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 615 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、16万 1,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 16 万 1,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 16万 1,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 616 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、15万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 15 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 15万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 617 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、19万 5,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 19 万 5,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 19万 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 618 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、16万 6,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 16 万 6,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 16万 6,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 619 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、19万 7,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 19 万 7,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 19万 7,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 620 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、13万 5,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 13 万 5,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 13万 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 621 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、16万 1,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 16 万 1,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 16万 1,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 622 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、１万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を１万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 623 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、５万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を５万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を５万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 624 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、28万 4,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 28 万 4,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 28万 4,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

栃木厚生年金 事案 625 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、23万 2,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 23 万 2,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 23万 2,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 626 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、５万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を５万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を５万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 627 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、２万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を２万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を２万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 628 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、１万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を１万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 629 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、12万 4,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 12 万 4,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 12万 4,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 630 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、１万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を１万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 631 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、13万 4,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 13 万 4,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 13万 4,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 632 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、10万 6,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 10 万 6,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 10万 6,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 633 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、10万 3,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 10 万 3,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 10万 3,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 634 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、２万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を２万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を２万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 635 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、14万 3,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 14 万 3,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 14万 3,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 636 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、１万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を１万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 637 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、５万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を５万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を５万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 638 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、２万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を２万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を２万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 639 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、２万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を２万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を２万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 640 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、３万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を３万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を３万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 641 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、１万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を１万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 642 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、１万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を１万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 643 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 644 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、３万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を３万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を３万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 645 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 646 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、２万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を２万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を２万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 647 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 648 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 649 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 650 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 651 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 652 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、１万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を１万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 653 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、２万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を２万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を２万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 654 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 655 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、２万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を２万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を２万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 656 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 657 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、3,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 3,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 3,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 658 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、20万 7,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 20 万 7,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 20万 7,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 659 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、18万 6,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 18 万 6,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 18万 6,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 660 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、12万 7,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 12 万 7,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 12万 7,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 661 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、22万 4,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 22 万 4,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 22万 4,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 662 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、１万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を１万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 663 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 664 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録 5,000を円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 665 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、１万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を１万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 666 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、２万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を２万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を２万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 667 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 668 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 669 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 670 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 671 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、18万 1,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 18 万 1,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 18万 1,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 672 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、11万 6,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 11 万 6,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 11万 6,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 673 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 674 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、５万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を５万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を５万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 675 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19年７月６日に支給された賞与において、11万 9,000円の

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 11 万 9,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 11万 9,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 676 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、５万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を５万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を５万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 677 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、１万円の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を１万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

栃木厚生年金 事案 678 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成 19 年７月６日に支給された賞与において、5,000 円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該賞与に係る標準賞与額の記録を 5,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月６日 

    平成 19年から 21年にかけて支給された賞与について、事業所が社会保険

事務所（当時）に届出を行っていなかったため、保険料が納付されないまま

になっていた。事業所は 21 年 10月に届出漏れに気付き、社会保険事務所（当

時）に賞与支払届の提出を行ったが、19 年７月６日支給分については、支

給日から既に２年以上が経過していたため、時効により保険料を納付するこ

とができず、年金給付に反映できないとの説明を受けた。当該賞与から保険

料が控除されていたことは明らかなので、年金給付が受けられるよう記録訂

正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した賞与支払明細表から、申立人が平成 19 年７月６日に事業主

から賞与を支給され、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが認

められる。 

したがって、当該賞与額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年７月６

日の標準賞与額を 5,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該保険料を徴収する権利が消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務

処理を誤ったとして訂正の届出を行っている上、事業主は履行していないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る

標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申

立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



                      

  

栃木厚生年金 事案 679 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年５月 12日から 41 年 12月５日まで 

社会保険庁（当時）の記録によると、脱退手当金を受給したことになって

いるとのことだが、私は、受給した記憶は無い。当時、銀行や郵便局などの

金融機関と取引は無かった。脱退手当金を受け取った記憶は無く、納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期 

間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前の被保険者期間

については、その計算の基礎とされておらず、未請求となっているが、申立人

が最初に就職し、申立期間の直前まで勤務していた事業所の被保険者期間を失

念するとは考え難い。 

また、申立期間の事業所の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が厚

生年金保険被保険者資格を喪失した日の前後２年間に被保険者資格を喪失した

女性従業員 24 名の脱退手当金の支給記録を調査したところ、脱退手当金の受

給資格がある女性は 11 名いたが、そのうち脱退手当金の支給記録が確認でき

る者は申立人を含め４名と少なく、当該事業所の元経理・総務担当者も、「申

立期間当時、脱退手当金の代理請求の手続を行った記憶は無い。」と証言して

いることを踏まえると、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え

難い。 

 これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立 

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



栃木国民年金 事案 665 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年１月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年１月から 61年３月まで 

    申立期間の保険料は、Ａ市役所のＢ出張所で納付したと記憶しているの

で、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、「国民年金の保険料は２年間さかのぼって納付することができ

ると聞いていたので、Ａ市役所のＢ出張所で納付した。」と主張しているが、

申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 61 年２月時点では、申

立期間の大半が過年度保険料であり、市役所の出張所では取り扱うことがで

きない上、申立人は、納付書の発行を受け金融機関で納付した記憶が無いこ

とから、申立人が申立期間をさかのぼって納付した事情がうかがえない。 

   また、申立人が申立期間を納付したとする保険料額と、当時の実際の保険

料額には大きな差異がある。 

さらに、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる周辺事情が見当たらない上、申立期間を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



栃木国民年金 事案 666 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年６月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年６月から 44年３月まで 

    申立期間については、母親が納税組合に納付していたので、申立期間が

未納とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る国民年金加入手続を行い、申立期間の保険料を納付したとす

る母親は既に死去しており、申立人自身は国民年金の加入手続に直接関与し

ていないことから、国民年金の加入状況及び納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 45 年８月に払い出されてお

り、この時点で申立期間の大部分は時効により納付できない期間である上、

納付可能な期間についても、過年度保険料となることから、納税組合で取り

扱うことができなかったと考えられる。 

このほか、申立期間の保険料を納付した可能性をうかがわせる関連資料

(家計簿等)、周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

    



栃木国民年金 事案 667 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年 11 月から平成２年１月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年 11月から平成２年１月まで 

    申立期間の保険料は、夫の分と一緒に納付していたはずなので、夫が納

付済みになっているのに、私だけが未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、婚姻後の昭和 63 年 11 月以降の国民年金保険料はその夫の保険

料と一緒に納付したとしているが、申立期間直後の平成２年２月から３年３

月までの保険料については、夫の保険料は現年度納付されているものの、申

立人の保険料は過年度納付されていることがオンライン記録及び市町村の国

民年金被保険者名簿から確認できることから、申立人の主張とは相違する。 

   また、申立人は氏名変更手続を平成４年３月に行っており、申立人が所持

している年金手帳は変更後の氏名で発行されていることなどから、当該手続

以前には、当時居住していた市町村から申立期間の保険料納付書は発行され

ていなかったと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 


